
【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年11月９日

【四半期会計期間】 第92期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日）

【会社名】 高砂香料工業株式会社

【英訳名】 TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   桝村 聡

【本店の所在の場所】 東京都大田区蒲田５丁目37番１号

【電話番号】 03－5744－0516

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 笠松 弘典

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区蒲田５丁目37番１号

【電話番号】 03－5744－0516

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 笠松 弘典

【縦覧に供する場所】 高砂香料工業株式会社大阪支店

（大阪市北区堂島浜１丁目４番16号アクア堂島NBFタワー６階）

高砂香料工業株式会社名古屋支店

（名古屋市中区錦１丁目10番27号カネヨビル３階）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

 

EDINET提出書類

高砂香料工業株式会社(E00993)

四半期報告書

 1/23



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】
　

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第91期

第２四半期
連結累計期間

第92期
第２四半期
連結累計期間

第91期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 70,691 71,518 136,764

経常利益 （百万円） 3,947 4,279 7,745

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 3,290 3,486 6,327

四半期包括利益
又は包括利益

（百万円） △1,841 4,760 6,927

純資産額 （百万円） 79,141 91,261 87,211

総資産額 （百万円） 165,801 182,307 177,134

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 165.90 176.64 319.58

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） ― ― ―

自己資本比率 （％） 46.9 49.3 48.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 7,027 98 14,747

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △2,844 △3,229 △7,010

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △4,071 △755 △5,471

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 15,843 14,701 18,786
 

　

回次
第91期

第２四半期
連結会計期間

第92期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 87.85 83.40
 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和政策の継続により企業

収益や雇用環境の改善が続くなど、緩やかな回復基調が持続し、個人消費についても底堅く推移いたしました。一

方、世界経済は、緩やかな回復を見せたものの、米国の政策運営や欧州の政治情勢等の影響、中東や朝鮮半島の地

政学リスクの高まりなど、依然として先行きが不透明な状況となっております。

香料業界においては、中国や東南アジア他の海外市場での成長が引き続き期待できるものの、国内外ともに成熟

市場での事業展開においては、競合他社との競争環境が一段と厳しくなっております。

このような中、当社グループは「信頼される商品を供給し続けることにより、グローバル市場でのトップクラス

の香料会社を目指す」の経営基本方針の下、2015年度より中期経営計画『TAKASAGO GLOBAL PLAN (GP-3)』（2015-

2017年度）を始動させ、堅固なグローバル連結経営により事業を推進いたしました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は、71,518百万円（前年同四半期比1.2％増）となりました。部門別売上高で

は、フレーバー部門は、シンガポール子会社の減収等により、42,749百万円（前年同四半期比0.8％減）、フレグラ

ンス部門は、米国子会社等が好調に推移し、18,561百万円（前年同四半期比2.0％増）、アロマイングリディエンツ

部門は、主力品メントールが堅調に推移し、5,627百万円（前年同四半期比0.5％減）、ファインケミカル部門は、

医薬中間体の伸長により、3,859百万円（前年同四半期比26.5％増）となりました。その他不動産部門は、720百万

円（前年同四半期比2.2％増）となりました。

利益面では、営業利益は3,673百万円（前年同四半期比19.3％減）、経常利益は4,279百万円（前年同四半期比

8.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,486百万円（前年同四半期比6.0％増）となりました。

セグメントにつきましては、日本は、当社のフレーバー部門等が好調に推移し、売上高は33,886百万円（前年同

四半期比0.4％減）、営業利益は1,659百万円（前年同四半期比38.3％増）となりました。米州は、米国子会社が好

調に推移したものの、同社の基盤強化に伴うコスト増等により、売上高は16,169百万円（前年同四半期比5.8％

増）、営業利益は330百万円（前年同四半期比53.5％減）となりました。欧州は、ドイツ子会社等が好調に推移し、

売上高は10,471百万円（前年同四半期比6.8％増）、営業利益は665百万円（前年同四半期比14.2％増）となりまし

た。アジアは、シンガポール子会社の減収等により、売上高は10,991百万円（前年同四半期比5.2％減）、営業利益

は968百万円（前年同四半期比43.5％減）となりました。

 
（２）財政状態の状況

総資産は、前連結会計年度末と比較して5,172百万円増加し、182,307百万円となりました。主なものは、受取手

形及び売掛金の増加5,287百万円であります。

負債は、前連結会計年度末と比較して1,122百万円増加し、91,045百万円となりました。主なものは、支払手形及

び買掛金の増加1,835百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して4,050百万円増加し、91,261百万円となりました。主なものは、利益剰余

金の増加2,894百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,382百万円であります。
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（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より4,085

百万円減少し（前年同四半期は1,193百万円の減少）、14,701百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、98百万円（前年同四半期は7,027百万円の増加）となりました。主なものは、税金

等調整前四半期純利益4,656百万円、減価償却費2,843百万円、売上債権の増加5,256百万円であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の流出は、3,229百万円（前年同四半期は2,844百万円の流出）となりました。主なものは、

有形固定資産の取得による支出2,637百万円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の流出は、755百万円（前年同四半期は4,071百万円の流出）となりました。主なものは、短

期借入金の増加2,324百万円、長期借入金の返済による支出3,247百万円であります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。なお、当

社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規

則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社グループは「技術立脚の精神に則り社会に貢献する」の企業理念の下、常に香料及びその関連技術の最先端

の研究を続け、顧客に嗜好性の高く、高付加価値な香料を提供すると共に、リニューアブルなアロマイングリディ

エンツの開発等を通じ、持続可能な社会への貢献に努めております。また、医薬中間体を中心とするファインケミ

カル事業の分野においても、グローバル市場での厳しい競争環境にもかかわらず世界的に高い評価を得ておりま

す。

その結果として、当社グループは、国内香料業界のリーディングカンパニーであると同時に、アジア唯一のグ

ローバル香料会社としてのポジションを築き上げ、世界でも屈指の香料会社に成長してまいりました。

このような当社の持続的な競争優位性・企業価値を支えているものは、次の諸点と考えております。

①  長年培ってきた技術力とそれを基盤とした事業シナジー

長年培ってきた高品質かつ高付加価値のアロマイングリディエンツの製造及び医薬中間体の開発をはじめと

するファインケミカル事業を支える不斉合成、触媒反応、フロー連続等の技術。またこれらの技術を基盤とし

て、有機的一体として結合している４つの事業の強みを活かしながら事業展開することによる、競合他社には

無い独自のシナジー効果の発揮。

②  多様な嗜好性への深い理解とそれを活かす創香の経験やノウハウ

消費者の多様な嗜好性に対応する顧客の商品開発を強力に下支えするための創香に関する経験と技術的な蓄

積。さらには、少量多品種かつ変化の激しい香料市場において、顧客の要望に迅速に対応するために確立され

た生産・供給体制。

③ 厳しい安全性基準を満たす製品への高い信頼と、これを維持するノウハウ

その性格上非常に厳しい安全性を求められる製品について、関連法令はもとより、厳格な社内基準をも満た

す当社製品の高い品質・安全性とそれを維持管理するために長年に亘り蓄積された情報により確立されたシス

テム。

④  グローバルに経営資源を有効活用できる組織体制

各事業で蓄積されたノウハウを海外拠点も含めた当社グループで共有・有効活用し、世界規模で営業展開す

るグローバルな顧客への対応やグローバル事業展開を図るために確立された業務推進組織体制。

 

以上の強みを生かし、当社は今後も成長してまいります。
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しかし、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の

株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。もとより、当社は、株式の大量買付等であっても、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかしなが

ら、株式の大量買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為

について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対

象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

とりわけ、長年にわたり蓄積してきた膨大なノウハウと高い技術力に裏打ちされた当社独自の事業展開によるシ

ナジー効果の評価、さらにはあらゆる消費財と地域の嗜好に対応した多品種な香料製品を提供する当社の企業価値

の評価は困難であり、当社の企業価値の適正な評価には時間を要する上に、買付の条件等が当社の本源的価値に鑑

み不十分又は不適当でないかについて慎重な判断を要します。

また、当社の４事業の一部が売却されるようなことがあれば、各事業分野の有機的結合により実現される大きな

シナジー効果が失われるおそれが高く、また、長期的視点に立っての研究開発及び品質・安全性に対する継続的な

投資が行われませんと、技術的基盤が弱体化するのみならず、当社製品の高い安全性への信頼が損なわれ、当社の

企業価値・株主共同の利益が毀損されることになります。

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際には、主として次の類型の

買付行為を行う株主は、当社の企業価値・株主共同の利益の観点から、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者として適当でないと判断しました。具体的には、大量買付行為のうち、①後述の本プランに定める手続を遵守

しない買付、②当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付、③強圧的二段階買付等、株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、④買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買

付の方法の適法性、買付の実現可能性、買付後の経営方針又は事業計画、買付後における当社の顧客、取引先、従

業員等に対する対応方針等を含みます。）が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当な買付を行う場合、当該買付

行為を行う株主は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断しました。

　

２．当社基本方針の実現に資する取組みについて

当社グループは、創業100周年を迎える2020年に向けて世界トップクラスの香料会社となることを長期ビジョンと

した『TAKASAGO GLOBAL PLAN』を掲げ、平成27年度から新たな中期経営計画『TAKASAGO GLOBAL PLAN (GP-3)』

（2015-2017年度）を始動させました。

当社グループの経営基本方針の１つは「信頼される商品を供給し続けることにより、グローバル市場でのトップ

クラスの香料会社を目指す」であり、GP-3グループ基本方針に基づく計画を遂行することにより競争優位性を確立

し永続的な成長を実現いたします。

中期経営計画における骨子は次のとおりです。

「GP-3グループ基本方針」

① 事業基盤の再強化

   需要増に柔軟に対応していく基盤を構築する。

② 人材開発

「挑戦できる人材」の育成を目指し、ローカル人材をグローバルに活用する。それを下支えする仕組みの構

築を目指す。

③ 技術革新

技術立脚の企業理念に立ち返り、他社の追随を許さない「独自性（オリジナリティ）」、「優位性」のある

革新的な技術の開発を目指す。

④ 顧客からの信頼

顧客にとって真に有意義なサプライヤーになることを目指す。

⑤ 利益体質改善

当社グループ内バリューチェーンの全体最適による利益体質の改善を図る。

　

このような、競争優位性を確立し永続的な成長を実現するための取組みにより、ブランド価値と企業価値、及び

株主共同の利益の向上を追求してまいります。

　

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み《買収防衛策》
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当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に

関する対応策を導入しております。

この対応策は、平成19年６月28日開催の第81回定時株主総会において株主の皆様の承認を得て導入し、平成28年

６月24日開催の第90回定時株主総会における承認を得て更新しております。（以下、更新後の対応策を「本プラ

ン」といいます。）

本プランは、当社株式に対する買付その他の取得若しくはこれに類似する行為又はその提案（以下総称して「買

付」といいます。）が行われた際に、買付を行う者又はその提案者（以下総称して「買付者」といいます。）に対

し、遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとと

もに、買付者との交渉の機会を確保することにより、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし

ています。

なお、現時点において、当社が特定の第三者から当社株式の大量買付を行う旨の提案を受けている事実はありま

せん。

具体的には、買付者により以下のいずれかに該当する買付（以下「対象買付」といいます。）がなされたとき

に、本新株予約権の無償割当てをするか否かを検討します。買付者は、本プランに従い、当社取締役会が本新株予

約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付を実行してはならないものとします。

①　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

②　当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所

有割合の合計が20％以上となる公開買付け

当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等を行う買付者等には、買付内容等の検討に必要な情報

及び本プランを遵守する旨の誓約文言等を記載した「意向表明書」を当社に提出していただきます。その後、買付

者等から提出された情報が、経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は有識者のいずれかに該当する者

で構成される特別委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。特別委員会は、独立した第三者（ファ

イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を独自

に得たうえ、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主の皆様に対

する情報開示等を行います。特別委員会は、買付者から提出された「買付説明書」の記載内容が必要情報として不

十分であると判断した場合には、買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めた上、直接又は間接に必要情報を追

加提出するよう求めることがあります。

特別委員会は、買付者が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の内容の検討の結

果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等であ

る場合など、本プランに定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である

と判断した場合には、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

当社取締役会は、特別委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に際して予め株主総会の承認を得るべき旨の留

保を付した場合、又は本新株予約権の無償割当ての要件の該当可能性が問題となっている場合等、本新株予約権の

無償割当てを実施するに際して株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、本新株予

約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。

本新株予約権は、金１円の金額を払い込むことにより行使し、普通株式１株を取得することができます。また、

買付者による権利行使が認められないという行使条件及び当社が買付者等以外の者から当該株式１株と引換えに本

新株予約権１個を取得することができる旨の取得条項が付されております。

当社取締役会は、特別委員会の勧告または株主意思確認のための株主総会決議に従い、本新株予約権の無償割当

ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行い、速やかに決議内容を情報開示します。

本プランの有効期間は、平成28年３月期の定時株主総会の終結の時より平成31年３月期の定時株主総会の終結の

時までの３年間とします。本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止する

ことができます。

また、本プランの有効期間中に定時株主総会で承認いただく本プランの基本的考え方に反しない範囲内で、本プ

ランの見直し等を行うことがあります。

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、その内容その他の事項について、情報開示を速やかに行いま

す。

　

４．上記３．の買収防衛策に対する当社取締役会の判断及びその理由
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当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうもの

ではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。

①　株主意思を反映するものである

イ．本プランは、平成28年６月開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認をいただきました。

ロ．本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役会の決議によって本プランを廃止することができ

ます。

ハ．取締役の任期を１年としており、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思が反映されます。

②　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質

的な判断を客観的に行う機関として、社外役員及びこれに準じた独立性を有する外部有識者を委員とする特別

委員会を設置します。これにより、当社経営陣の恣意的判断を排し、その客観性、合理性を担保すると同時

に、特別委員会は当社の実情を把握し当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、買付が当社の企

業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断できると考えています。

更に、特別委員会の判断の透明性を高めるため、買付者から提出された 「買付説明書」「意向表明書」なら

びに特別委員会が追加的に提出を要求した必要情報の概要、買付者の買付内容に対する当社代表取締役の意

見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項について、原則として株主の皆様に対し速やかに

情報開示を行います。

③　本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定

本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されて

おり、これらの客観的要件は基本方針における当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でな

いとされる場合と一致させています。これにより、当社の会社役員による恣意的な発動を防止します。

④　第三者専門家の意見の取得

特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができます。これにより、特別委員会による

判断の公正さ、客観性がより強く担保されます。

⑤　デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で構成さ

れる取締役会により廃止が可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替さ

せてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は

採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこと

ができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

（注）詳しい内容に関しましては当社ウェブサイト平成28年５月13日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策

（買収防衛策）の更新について」及び平成28年６月24日付「「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収

防衛策）」継続の承認及び当プランに関する特別委員会委員候補者の一部変更に関するお知らせ」をご参照下

さい。

（http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1360011）

（http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1375233）

　

（５）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、6,038百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

（１） 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成29年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,152,397 20,152,397
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 20,152,397 20,152,397 ― ―
 

 

（２） 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４） 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 平成29年７月１日～
 平成29年９月30日

― 20,152,397 ― 9,248 ― 8,355
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（６） 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 2,881 14.30

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 1,468 7.29

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 947 4.70

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON
COLLATERAL NON TREATY-PB
（常任代理人　メリルリンチ日本証券株
式会社）

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE ２
KING EDWARD STREET LONDON EC１A 1HQ
（東京都中央区日本橋１丁目４－１　
日本橋一丁目三井ビルディング）

898 4.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３ 767 3.81

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１丁目18－６ 750 3.73

中江産業株式会社
大阪府大阪市中央区本町２丁目１－６
堺筋本町センタービル８階

720 3.58

株式会社みずほ銀行
（常任代理人　資産管理サービス信託銀
行株式会社）

東京都千代田区大手町１丁目５－５
（東京都中央区晴海１丁目８－12）

486 2.42

株式会社紀陽銀行
（常任代理人 日本マスタートラスト信
託銀行株式会社）

和歌山県和歌山市本町１丁目35
（東京都港区浜松町２丁目11－３）

471 2.34

高砂香料工業株式会社 東京都大田区蒲田５丁目37－１ 410 2.04

計 ― 9,803 48.65
 

（注）１．上記の所有持株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,881千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 767千株
 

　
２．日本生命保険相互会社より平成25年11月８日付け大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成25年

10月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期

会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。

 
（大量保有報告書（変更報告書）の内容）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番12号 8,080 8.02
 

（注）平成27年10月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を実施しておりますが、上記の所有株式数は、株式

併合前の株式数にて記載しております。
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３．平成28年２月３日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、マラソン・アセット・マネジ

メント・エルエルピーが平成28年１月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状

況には含めておりません。

 
（大量保有報告書の内容）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

マラソン・アセット・マネジ
メント・エルエルピー

英国WC２H ９EAロンドン、アッパー・セ
ントマーティンズ・レーン ５、オリオ
ン・ハウス

1,016 5.04

 

 
４．平成29年５月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みず

ほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が平成29年４月28日現在で以下の株式

を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株

式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

 
（大量保有報告書（変更報告書）の内容）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 604 3.00

アセットマネジメントOne株
式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 443 2.20

計 ― 1,047 5.20
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（７） 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 　株式数（株） 　議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 410,500 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,684,500 196,845 ―

単元未満株式 普通株式 57,397 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  20,152,397 ― ―

総株主の議決権 ― 196,845 ―
 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式19,684,500株（議決権数196,845個）には、株式会社証券保管

振替機構名義の株式が1,000株（議決権数10個）含まれております。

２．「単元未満株式」欄には、当社保有の自己保有株式が38株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

高砂香料工業株式会社
東京都大田区蒲田
５丁目37番１号

410,500 ― 410,500 2.04

計 ― 410,500 ― 410,500 2.04
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

          
 (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 18,786 14,701

  受取手形及び売掛金 30,464 35,751

  商品及び製品 19,347 20,348

  仕掛品 99 79

  原材料及び貯蔵品 13,823 13,805

  その他 5,737 7,050

  貸倒引当金 △235 △236

  流動資産合計 88,023 91,500

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 31,860 32,359

   その他（純額） 25,655 24,918

   有形固定資産合計 57,515 57,278

  無形固定資産 1,991 1,880

  投資その他の資産   

   投資有価証券 26,886 28,837

   その他 3,154 3,261

   貸倒引当金 △437 △450

   投資その他の資産合計 29,603 31,647

  固定資産合計 89,110 90,806

 資産合計 177,134 182,307
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 (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 12,770 14,605

  短期借入金 16,815 18,891

  1年内返済予定の長期借入金 6,711 8,342

  1年内償還予定の社債 340 440

  未払法人税等 1,110 1,330

  賞与引当金 1,723 1,750

  役員賞与引当金 23 16

  その他 8,539 7,223

  流動負債合計 48,034 52,598

 固定負債   

  社債 1,640 1,370

  長期借入金 27,295 23,436

  役員退職慰労引当金 11 3

  退職給付に係る負債 7,184 7,424

  その他 5,756 6,212

  固定負債合計 41,888 38,446

 負債合計 89,922 91,045

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,248 9,248

  資本剰余金 8,358 8,368

  利益剰余金 56,980 59,875

  自己株式 △929 △918

  株主資本合計 73,658 76,573

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,391 14,773

  繰延ヘッジ損益 △0 1

  為替換算調整勘定 △1,640 △1,796

  退職給付に係る調整累計額 287 290

  その他の包括利益累計額合計 12,036 13,268

 非支配株主持分 1,516 1,420

 純資産合計 87,211 91,261

負債純資産合計 177,134 182,307
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          
 (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 70,691 71,518

売上原価 47,500 48,566

売上総利益 23,190 22,952

販売費及び一般管理費 ※1  18,638 ※1  19,278

営業利益 4,551 3,673

営業外収益   

 受取利息 47 47

 受取配当金 205 223

 持分法による投資利益 66 131

 為替差益 - 241

 その他 268 274

 営業外収益合計 588 917

営業外費用   

 支払利息 261 231

 為替差損 867 -

 その他 63 79

 営業外費用合計 1,192 311

経常利益 3,947 4,279

特別利益   

 固定資産売却益 2 6

 投資有価証券売却益 212 396

 補助金収入 1,470 -

 特別利益合計 1,685 403

特別損失   

 固定資産処分損 25 26

 固定資産圧縮損 1,457 -

 特別損失合計 1,483 26

税金等調整前四半期純利益 4,150 4,656

法人税、住民税及び事業税 567 1,149

法人税等調整額 143 △47

法人税等合計 711 1,102

四半期純利益 3,439 3,554

非支配株主に帰属する四半期純利益 148 67

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,290 3,486
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          
 (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 3,439 3,554

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 412 1,383

 繰延ヘッジ損益 △15 2

 為替換算調整勘定 △5,385 △104

 退職給付に係る調整額 △21 3

 持分法適用会社に対する持分相当額 △271 △78

 その他の包括利益合計 △5,280 1,206

四半期包括利益 △1,841 4,760

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,747 4,718

 非支配株主に係る四半期包括利益 △93 42
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

          
 (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 4,150 4,656

 減価償却費 2,643 2,843

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △66 4

 受取利息及び受取配当金 △252 △270

 支払利息 261 231

 固定資産処分損益（△は益） 23 19

 固定資産圧縮損 1,457 -

 補助金収入 △1,470 -

 売上債権の増減額（△は増加） △2,914 △5,256

 たな卸資産の増減額（△は増加） 393 △1,003

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,929 1,855

 その他 667 △2,489

 小計 6,821 593

 利息及び配当金の受取額 329 343

 利息の支払額 △259 △231

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △734 △906

 補助金の受取額 870 300

 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,027 98

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △2,990 △2,637

 有形固定資産の売却による収入 5 10

 投資有価証券の取得による支出 △12 △12

 投資有価証券の売却による収入 251 403

 子会社株式の取得による支出 △3 △2

 その他 △94 △991

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,844 △3,229

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △1,508 2,324

 長期借入れによる収入 1,050 1,054

 長期借入金の返済による支出 △2,776 △3,247

 社債の償還による支出 △170 △170

 配当金の支払額 △495 △590

 非支配株主への配当金の支払額 △159 △138

 その他 △10 11

 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,071 △755

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,305 △198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,193 △4,085

現金及び現金同等物の期首残高 17,037 18,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  15,843 ※1  14,701
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　 保証債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

Dan Kaffe（Malaysia）SDN. BHD. 62百万円 60百万円

Takasago International
（Italia）S.R.L.

２　〃 ２　〃

従業員 ３　〃 １　〃

計 67 〃 64 〃
 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

給料及び手当 4,793百万円 4,953百万円

研究開発費 5,897 〃 6,038 〃
 

研究開発費については、複合科目として集計しております。なお、製造費用に含まれる研究開発費はありませ
ん。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 15,843百万円 14,701百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金  ― 〃 ― 〃

現金及び現金同等物 15,843 〃 14,701 〃
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月24日
定時株主総会

普通株式 495百万円 25円 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月11日
取締役会

普通株式 396百万円 20円 平成28年９月30日 平成28年12月２日 利益剰余金
 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１. 配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 592百万円 30円 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月９日
取締役会

普通株式 394百万円 20円 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 日本 米州 欧州 アジア 計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

売上高        

  外部顧客への売上高 34,007 15,278 9,804 11,599 70,691 ― 70,691

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 4,498 258 987 109 5,854 △5,854 ―

計 38,505 15,537 10,792 11,709 76,546 △5,854 70,691

セグメント利益 1,200 710 582 1,715 4,208 343 4,551
 

（注）１．セグメント利益の調整額343百万円は、セグメント間取引に係る内部損益取引の調整額134百万円、セグメ

ント間取引に係るたな卸資産の調整額210百万円、その他△１百万円であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 日本 米州 欧州 アジア 計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

売上高        

  外部顧客への売上高 33,886 16,169 10,471 10,991 71,518 ― 71,518

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 5,022 235 1,100 157 6,516 △6,516 ―

計 38,909 16,405 11,571 11,149 78,035 △6,516 71,518

セグメント利益 1,659 330 665 968 3,623 50 3,673
 

（注）１．セグメント利益の調整額50百万円は、セグメント間取引に係る内部損益取引の調整額126百万円、セグメン

ト間取引に係るたな卸資産の調整額△74百万円、その他△１百万円であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 165円90銭 176円64銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） 3,290 3,486

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額（百万円）

3,290 3,486

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,835 19,738
 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第92期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当について、平成29年11月９日開催の取締役会にお

いて、平成29年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                                  394百万円

② １株当たりの金額                                                   20円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日                   平成29年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成29年11月９日

高砂香料工業株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   山   邉   道   明   ㊞

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   江   森   祐　 浩   ㊞

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている高砂香料工業株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日か

ら平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、高砂香料工業株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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